
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧
課

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

松阪市飯南産業文化センター
移動観覧席保守点検業務

平成30年3月26日 ＫＳＳ株式会社 730,080 730,080

移動観覧席は、左記業者の製品を使用して
おり運用上のトラブルが発生した場合、緊急
時の部材として、他業者では部品の在庫を
保有していないため、、即時(対応・即時修
繕が不可能となる。また、納入施設に合わ
せた設計・製品化がされており、納入業者で
なければ、正常な設備運営を行う上での保
守点検が実施できないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項2号)

無

契約期間
平成３０年
４月１日から
平成３２年
３月３１日まで

松阪市飯南産業文化センター
舞台照明設備保守点検業務

平成30年3月26日
パナソニックＥＳエンジ
ニアリング株式会社
中部支店

2,025,000 2,025,000

舞台調光照明システムは、大半が松下電工
製の製品を使用しており、運用上のシステ
ムトラブルが発生した場合、緊急用の部品と
して、他メーカーエンジニアリング会社など
では部品を在庫として保有していないため、
緊急時の設備などの回復（復旧）への即時
対応（修繕など）が不可能となる。またシス
テム製品の場合、商品ごとにシステム化、
製品化がなされており、システムの正常な
運営を行う上で、納入業者でなければ、保
守点検が実施できないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項2号)

無

契約期間
平成３０年
４月１日から
平成３３年
３月３１日まで

旧長谷川邸機械警備 平成30年4月1日
三重綜合警備保障株
式会社 中南勢事業所

̶ 609,120

　多数の貴重な文化財を所蔵する旧長谷川
邸は、平成29年3月31日まで上記業者と機
械警備委託契約を結んでいる。旧長谷川の
機械警備は継続的に実施する必要がある
ため、地方自治法施行令第167 条の2第1項
2号に基づき随意契約をおこなう。

無 50,760円/月

平成30年度　史跡天白遺跡草
刈等管理業務委託料

平成30年4月1日 釜生田自治会 ̶ 500,000

　自動契約更新であるため、地方自治法施
行令第167 条の2第1項2号に基づき随意契
約をおこなう。 無

平成30年度御城番屋敷管理
委託契約

平成30年4月1日 合同会社　苗秀社 ̶ 1,646,970

　御城番屋敷の所有者である合同会社苗秀
社に管理を委託することが相応しいため、
地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約を行う。

無

所属（課名）　　文　化



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

松浦武四郎誕生地管理業務 平成30年4月1日
松浦武四郎誕生地保
存会

2,624,000 2,624,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約（史跡の管理においては、建
物の開け閉めや異常があった場合に迅速
に対応できる効率性が求められるとともに、
史跡の公開・活用に地域住民の理解や協
力を得る必要があるため）

無

平成30年度 松浦武四郎生誕
200年記念事業 業務委託

平成30年4月1日
松浦武四郎生誕200年
記念事業実行委員会

7,750,000 7,750,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約（武四郎に関わる各方面の有
識者をはじめ、生誕190年等記念事業でのノ
ウハウを有する当時の実行委員などで構成
された組織でなければ、行政だけでなく、市
民や地域と一体となった事業展開を図ること
が難しいため）

無

はにわ館温湿度等環境維持
管理及び空調設備保守点検

平成30年4月1日 富士電設備株式会社 1,379,160 1,379,160
地方自治法施行令第167条の２第1項2号

無
長期継続契
約（2年）

松阪市飯南産業文化センター
機械警備業務委託

平成30年4月1日
イセット株式会社
松阪支社

2,099,520 2,099,520

機械警備業務は、常時継続する必要がある
が、委託業者を毎年変更するとなると、業務
履行のための機器導入等に多大な初期費
用が必要となるため、左記業者と契約する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項2号)

無

契約期間
平成３０年
４月１日から
平成３５年
３月３１日まで

平成30年度松阪商人の館管
理業務委託

平成30年4月1日 小津家保存会 3,893,400 3,893,400

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
平成8年の開館当時より地元住民たちで地
元の文化財を守る小津家保存会に委託して
おり、効率的な案内および施設の管理が行
えるため。

無

松阪市嬉野ふるさと会館　昇
降機保守点検業務委託

平成30年4月1日
三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社　中
部支社　三重支店

816,480 816,480

地方自治法施行令167条の2第１項第2号
昇降機が特に公共性の高い建物に設置さ
れた場合、その性質上、より高い安全性、快
適性、利便性を確保することが絶対条件と
なります。したがって、これらの諸条件を満
たすメンテナンスは、とりわけ重要であり、
数万におよぶ精密な部品によって構成さ
れ、複雑なメカニズムで動く昇降機のメンテ
ナンスには、その機器に精通した、高度で
固有の技術が不可欠となるため、メーカー
保守会社の三菱電機ビルテクノサービス㈱
中部支社三重支店と契約する。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

松阪市嬉野ふるさと会館　舞
台調光設備点検業務委託

平成30年4月1日
パナソニックＥＳエンジ
ニアリング株式会社
中部支店

1,128,600 1,128,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
　舞台照明設備は、その性質上、より高い
安全性、利便性の確保及び照明装置の寿
命の把握が絶対条件であり。これらの諸条
件を満たすメンテナンスは、とりわけ重要で
ある。また、調光卓は数千にもおよぶ精密な
部品によって構成されており、そのメンテナ
ンスには、その機器に精通した、高度で固
有の技術が不可欠となります。 そのため、
現在ふるさと会館調光卓の設計・施行・機器
搬入設置をしているﾊﾟﾅｿﾆｯｸＥＳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ株式会社　中部支店と契約。

無

松阪市嬉野ふるさと会館　舞
台機構保守点検業務委託

平成30年4月1日
三精テクノロジーズ株
式会社　名古屋営業所

2,319,840 2,319,840

地方自治法施行令167条の2第1項第2号
舞台機構は、その特殊性において高度な技
術の上に成り立っていて、設計、施行のメー
カーであり、専門技術において細部まで把
握した高い安全性と実績が必要とされ、そ
れらが蓄積された確実に業務を遂行できる
三精テクノロジーズ株式会社と契約をするも
のである。

無

松阪市嬉野ふるさと会館　音
響設備点検業務委託

平成30年4月1日
パナソニック　システム
ソリューションズジャパ
ン株式会社　中部社

507,600 507,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
音響装置が公共ホールに設置された場合
は、その性質上、より高い快適性、利便性を
確保することが絶対条件といえ、この諸条
件を満たすメンテナンスは重要であり、ま
た、精密な部品によって構成され、特に複雑
な電子回路で作動する音響卓のメンテナン
スには、その機器に精通した、高度で固有
の技術が不可欠となることか
ら、会館音響設備メーカーであるパナソニッ
クｼｽﾃﾑソリューションズジャパン株式会社
中部社を選定しました。

無

小津安二郎資料室管理運営
業務委託

平成30年4月5日 飯高オーズ会 515,120 515,120

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
飯高管内で小津安二郎資料室を管理運営
するにあたり、案内等熟知しているため当
該団体に事業委託することが適切と判断さ
れるため。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

自主事業歌舞伎「太刀盗人」
公演業務委託

平成30年4月16日
ＮＰＯ法人　日本伝統
芸能振興会

1,320,600 1,320,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本企画については、ＮＰＯ法人日本伝統芸
能振興会の芸人が出演出演する、日本伝
統芸能振興会独自の企画であり、他の事業
者では実施することが困難である。 そのた
め、地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号による『特定のものと契約を締結しなけ
れば、契約の目的を達成することができな
いとき』であるといえるため、ＮＰＯ法人日本
伝統芸能振興会と随意契約

無

松浦武四郎関係資料「楢林昌
建書簡」保存修理業務委託

平成30年4月16日 株式会社 坂田墨珠堂 2,116,000 2,115,760

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
（重要文化財の保存修理は、国庫補助事業
により文化庁の指導を受けて行うものであ
り、修理において失敗することは決して許さ
れず、技術や質など仕様に表せない部分
は、金額で計ることができないうえ、価格競
争によって技術や質を担保することができ
ず、十分な修理実績を有するものでなけれ
ば業務の目的が達成できないため）

無

松浦武四郎大首飾りレプリカ
製作業務

平成30年4月17日 ぬなかわヒスイ工房 2,986,000 2,985,120

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
（レプリカ製作にあたっては所蔵者に認めら
れた高い技術力を持った職人が作業を行う
必要があるほか、ヒスイ、メノウ、水晶等の
原石を十分に確保できる必要があり、これら
の条件を満たすことができる職人でなけれ
ば、業務の目的が達成できないため）

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

旧長谷川邸自動火災報知設
備設置工事設計監理業務委
託

平成30年4月27日
有限会社伊藤平左ェ門
建築事務所

4,864,320 4,806,000

　重要文化財建造物への自動火災報知機
設備の実施設計は、消防の検査だけでな
く、専門家により構成された委員会や文化
庁の指導が伴う特殊な業務であり、文化財
の専門知識や技術が要求される。
　文化財に関する工事の監理は、文化財の
状況に合わせた施工ができるよう監理する
必要があり、設計と監理を一体的に実施す
ることにより設計者の意図がスムーズに工
事者に伝わり時間的な短縮が期待でき、工
事実施段階で発見された事由に柔軟に対
応ができることで文化財へのダメージを最小
限におさえることができる。当該業者は、旧
長谷川家住宅を熟知した専門技能を有する
業者であり、設計業務の履行実績として、自
動火災報知設備設置を含む指定文化財建
造物の修理工事設計業務や同工事監理の
実績も豊富であり当該業務と同程度の履行
実績を有している。
　以上により、地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号により随意契約を行う。

無

平成30年度史跡松坂城跡保
存整備検討コンサルタント業
務委託料

平成30年5月2日
株式会社　空間文化開
発機構

̶ 1,510,920

　当該業者は、「史跡松坂城跡整備基本計
画」策定や「石垣調査」に携わる等、史跡整
備に関する専門的知識・技能を有する業者
である。
　基本計画策定以降、松坂城跡の史跡整備
を進めるにあたり、これまでに得た情報をも
とに検討をする必要があるため、引き続き
同情報を有し、且つ専門技能を有する同業
者へ委託するものとし、地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号による随意契約を
行う。

無

松坂城跡危険木伐採撤去業
務

平成30年5月4日 松阪飯南森林組合 ̶ 696,600

　松坂城跡表門付近で倒木が発生し、市道
交通及び史跡に被害を及ぼしているため、
緊急に倒木撤去及び作業の支障となる樹木
の伐採が必要である。
　以上により地方自治法施行令第167条の2
第1項5号による随意契約を行う。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

「加羽沢美濃のクラシック音楽
講座」公演業務委託

平成30年5月18日
公益財団法人三重県
文化振興事業団

514,760 514,760

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
による随意契約
「加羽沢美濃のクラシック音楽講座」を開催
するためには、この講座を企画している公
益財団法人 三重県文化振興事業団と契約
することによって、当ホールでの講座が可能
となるためである。

無

平成30年度松阪合唱フェス
ティバル事業委託料

平成30年5月21日 松阪市合唱友の会 698,000 698,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
松阪市合唱友の会は、市内で活動する合唱
団体及びその指導者で組織されており、そ
の他の者では、松阪合唱フェスティバル当
日の運営や一般公募コーラス等の練習会
の指導等、フェスティバルの開催ができない
ため。

無

ミュージカル公演「松浦武四郎
－カイ・大地との約束」業務委
託

平成30年5月30日 株式会社 わらび座 3,240,000 3,240,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
（公演の権利はわらび座が有しており、わら
び座と契約しなければ開催できないため） 無

飯南産業文化センターイベン
ト業務委託

平成30年6月1日
松阪市飯南産業文化
センターＡ＆Ｌスタッフ

500,000 500,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
による随意契約
A&Lスタッフは飯南産業文化センター開館
時、市民参画による文化推進を図るため組
織された団体で、市文化芸術振興条例第7
条第2項第2号に定められた市民の自主的
な文化芸術活動に対する支援として、市民
による各種団体の企画の文化芸術活動の
推進・サポート促進のため地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号による随意契約
といたしたい。

無

松浦武四郎誕生地史跡整備
報告書作成業務

平成30年6月5日
有限会社 伊藤平左ェ
門建築事務所

2,400,000 2,399,760

2号（史跡整備の全般に関する情報を有して
いなければ報告書の作成が困難であり、整
備における建物の保存修理および外構等
の整備で工事監理業務を請け負い、整備の
全般にわたる知識や情報を有する者でなけ
れば、業務の目的が達成できないため）

無

ハローキティのドリームトラベ
ラー公演業務委託

平成30年6月7日
(株)ジーコーポレーショ
ン

2,000,000円 1,534,510

ハローキティのドリームトラベラーの公演を
開催するためには、この公演の権利を有し
ている(株)ジーコーポレーションと契約する
ことによって公演が可能となるため。地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号による。

無

平成30年7
月29日変更
契約

465,490円減
額



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

ワンコインコンサート　マリンバ
出田りあ公演業務委託

平成30年6月8日
公益財団法人三重県
文化振興事業団

585,060円 585,060円

ワンコインコンサートを通じて市及び県全体
の文化振興を図るため、その企画制作をし
ている公益財団法人三重県文化振興事業
団と随意契約したい。地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号による。

無

平成30年度　嬉野地域文化振
興事業委託契約

平成30年6月20日
嬉野文化振興実行委
員会

1,061,000 1,061,000

地方自治法第167条2第1項2
今年度で35回目となる「嬉野文化祭」や、
「嬉野文化協会」を含め、嬉野地域の文化
振興を図るため、地域住民総参加による
「文化振興事業」を追求し、活力ある地域づ
くり、温もりのある人づくりを目的としていま
す。
嬉野地域の文化団体である嬉野文化協会、
公民館における文化サークル、自治会、ス
ポーツ推進委員会、学校代表等で構成され
ている実行委員会であるため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき
随意契約を行いたい。

無

平成３０年度　三雲地域文化
振興文化祭委託事業

平成30年6月28日
三雲文化祭実行委員
会

795,000 795,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
三雲地域の文化祭については、毎年実行委
員会にて開催をしており、実行委員会も地
元の文化活動代表者が中心となっている。
地元の文化祭であり、地域文化の振興に最
も適している三雲文化祭実行委員会に委託
をいたしたい。

無

平成30年度史跡松坂城跡樹
木伐採等業務実施設計業務
委託

平成30年7月31日
株式会社 空間文化開
発機構

̶ 599,400

　今年度の伐採予定の樹木は、目通り3ｍを
超える巨木や、特別史跡本居宣長旧宅への
影響を加味する必要のある樹木が含まれる
特殊な作業となる。このことから本業務の遂
行には、松坂城跡の特性を十分に理解し、
史跡整備に対する技術や実績を有する者
が実施する必要がある。
　当該業者は、「史跡松坂城跡整備基本計
画」策定や「石垣調査」、「危険木調査」に携
わる等、松坂城跡を熟知し、史跡整備に関
する専門的知識・技能を有する唯一の業者
であることから、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号による随意契約を行う。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

松浦武四郎シンポジウム企画
運営業務

平成30年8月1日 株式会社朝日エル ̶ 1,485,000

　国際基督教大学において、松浦武四郎シ
ンポジウムを開催する。今回のテーマとする
「一畳敷」は、晩年の武四郎が建てた書斎で
あり、現在も国際基督教大学構内に残る国
登録有形文化財のひとつとなっている。この
シンポジウムの開催に係る企画運営につい
ては、開催地である国際基督教大学の指定
により、株式会社朝日エルに業務委託する
ものとし、地方自治法施行令第167条の2項
第1項2号により随意契約を行う。

無

クラギ文化ホール客席内時計
取替修繕

平成30年8月1日 長谷電工(株) 2,210,000 2,210,000

クラギ文化ホール客席内取替修繕について
は、8/1に指名競争入札を執行したところ、
指名業者7社に対し辞退が4社あり、3社の
参加となった。開札を行ったところ、3社とも
予定価格を超過していた。このため、2回目
の入札を執行したところ、参加業者は長谷
電工(株)1社のみとなったため、入札の執行
を中止した。
その後、長谷電工(株)から見積書を徴収し
たところ、予定価格の範囲内であった。
当該業務については、クラギ文化ホールの
客席内の取替修繕であり、以前より既設の
時計が液晶漏れを起こしており、貸館の利
用者や自主事業の客などから時間がわから
ないので早急に修繕してほしいとの要望が
多数上がっており、業務に支障をきたしてい
る。
以上のような状況から、当該契約について
は、再度公告入札を行う余裕がないため、
地方自治法施行令第167条の2第1項8号に
よる随意契約といたしたい。

無

第8回松阪の第九公演業務委
託

平成30年9月3日 松阪第九実行委員会 700,000円 700,000円

第8回松阪の第九は、松阪市民の団体であ
る松阪第九実行委員会による公演であるた
め。地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号による。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

第２１回嬉野おどろまいかコン
テスト事業委託

平成30年9月3日
嬉野おどろまいかコン
テスト実行委員会

 \864,000  \864,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号
平成１０年度より続く「嬉野おどろまいかコン
テスト」は、毎年多くの出場者、来場者により
好評を得て、嬉野地域のイベントとして定着
しております。
今後も地域文化活動の啓発と地域交流の
推進を図るため、主に嬉野地域の文化団体
や教育関連で構成されている実行委員会と
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号に基づき随意契約を行いたい。

無

平成30年度松阪吹奏楽フェス
ティバル事業委託料

平成30年9月12日
松阪吹奏楽フェスティ
バル実行委員会

1,209,000 1,079,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
松阪吹奏楽フェスティバル実行委員会は、
年1回吹奏楽フェスティバルを開催するため
に、市内を中心とした吹奏楽関係団体及び
学校関係者が参加して結成され、企画・運
営する委員会であり、当該委員会に委託し
なければ、事業を実施することが困難なた
め。

無

平成31年3
月25日変更
契約

130,000円減
額

平成30年度史跡松坂城跡石
垣（No.308・309）保存修理工
事施行監理業務委託

平成30年9月13日
株式会社　空間文化開
発機構

1,139,400 1,139,400

　当該業者は、文化財の史跡整備に関する
専門的な知識・技能・実績を有する業者で、
松坂城跡保存管理計画・松坂城跡整備基
本計画の策定補助以降、一貫して松坂城跡
史跡整備に携わっている。昨年度は史跡松
坂城跡石垣（No.308・309）保存修理実施設
計業務委託を行っている。
　本工事の施工監理には、史跡としての石
垣修理は、文化財の特性に合わせた工事
施工が必要となり、設計意図を十分に理解
し、迅速かつ的確に工事に反映させること
が求められる。
　以上のことから、条件を満たす唯一の業者
である同業者へ、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号により、随意契約を行う。

無

平成30年度　飯高文化祭開催
業務委託料

平成30年9月14日
飯高文化祭実行委員
会

916,000 916,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号に
よる随意契約
飯高管内で文化祭を開催するにあたり、文
化祭を実施するために組織された同団体
に、事業委託することが適切と判断されるた
め。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

旧長谷川邸台風21号に伴う破
損部緊急修繕

平成30年9月21日 株式会社 中谷建設 ̶ 4,266,000

台風21号の暴風雨により旧長谷川家住宅
の各所に破損が生じた。被害箇所の確認を
する最中にも被害が拡大しつつあり、小屋
組みの腐食、土壁の崩壊等の大規模な破
損に発展する可能性がある。このことから緊
急に修繕を行う必要があるが、対象となる
物件が重要文化財建造物であることから、
市内の重要文化財建造
物の修理実績を有する業者へ急遽見積依
頼したところ、2社の対応があったため、地
方自治法施行令第167条の2項第1項第5号
による随意契約を行う。

無

原田二郎旧宅21号台風災害
緊急修繕

平成30年9月25日 有限会社　サンワーク ̶ 2,300,745

台風21号の暴風雨により原田二郎旧宅の
各所に破損が生じた。被害箇所の確認をす
る最中にも被害が拡大しつつあり、垂木等
の折れは深刻で、大規模な破損に発展する
可能性がある。安全面のことからも緊急に
修繕を行う必要がある。対象となる物件が
市指定建造物であることから、市内の文化
財建造物の修理実績を有し、かつ緊急の見
積依頼に対応できる業者へ急遽見積依頼し
たところ、2社の対応があり、地方自治法施
行令第167条の項第1項第5号により随意契
約を行う。

無

はにわ館特別展「人とともに生
きた馬」資料輸送展示業務

平成30年10月5日
日本通運株式会社三
重支店

979,000 800,200

地方自治法施行令第167条の２第1項2号
国内における美術品輸送・展示について実
績及び特殊技術を有しており、企画展等の
開催にあたり借用資料を安全に輸送・展示
する必要があるため、借用先相手方との協
議により、借用資料を安全に運搬・展示する
ことができる業者として指定があったため。

無

吸収式冷温水発生器　煙管
パッフル交換修繕

平成30年10月20日
株式会社　日乃出エヤ
コン

504,360 496,800

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
嬉野ふるさと会館空調機器の中心部分であ
る吸収式冷温水発生器内にある煙管パッフ
ルの取替修繕であることから、現在空調点
検業務を受注している業者により施工しな
いと、空調機器保守ができないため。地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
り随意契約。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

中村雅俊コンサート公演業務
委託

平成30年11月1日
(株)ジーコーポレーショ
ン

1,500,000円 1,500,000円

中村雅俊コンサートの公演を開催するため
には、この公演の権利を有している(株)ジー
コーポレーションと契約することによって公
演が可能となるため。地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号による。

無

ワンコインコンサート　ヨイク
マリヤ・モッテンソン公演業務
委託

平成30年11月23日
公益財団法人三重県
文化振興事業団

676,336円 676,336円

ワンコインコンサートを通じて市及び県全体
の文化振興を図るため、その企画制作をし
ている公益財団法人三重県文化振興事業
団と随意契約したい。地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号による。

無

平成30年度原田二郎旧宅展
示資料借用返却業務

平成30年12月10日
日本通運株式会社三
重支店

̶ 548,535

　借用資料の安全な輸送を実現するため、
国内における美術品輸送について実績及び
美術品輸送の特殊技術を有する必要があ
り、地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号による随意契約を行う。

無

松坂城跡内特別史跡隣接樹
木伐採等業務委託

平成31年1月21日 庭匠　植清 1,425,600 1,399,680

　本事業は、史跡松坂城跡内の幹周350㎝
を超える巨木を含む支障木・危険木の伐採
である。さらに、大型作業車やクレーンが届
かない位置に生育した樹木で、特別史跡本
居宣長旧宅に近隣接した樹木が対象とな
る。作業は全て手作業による切り下げであ
り、特別史跡の確実な保護が求められ、極
めて重要で特殊な業務であることから、松
阪市の入札参加資格者の中に当該業務を
実施できる者はない。
　そこで、高所作業車を使用せずに巨木の
伐採を行うことが可能であり、文化庁の選定
保存技術団体でもある文化財庭園保存技
術者協議会の正会員である当該業者を選
定し、方自治法施行令167条の2第1項第2
号による随意契約を行う。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

平成30年度　史跡松坂城跡樹
木伐採等業務委託

平成31年2月5日 松阪飯南森林組合 2,797,200 2,484,000

　本事業は国史跡内の樹木伐採業務であ
り、史跡内の幹周200㎝
を超える巨木の伐採が含まれるなど特殊な
作業要素が含まれる。松阪市の入札参加資
格者名簿の剪定・樹木伐採に登録のある1-
1業者の中で、大手造園業者3社への聞き取
りを実施したところ、「業務場所が史跡内で
あること」、「伐採対象となる本数が多
く、巨木が含まれること」、「剪定を伴わず伐
採が主となること」などの理由から、見積の
提出や入札への参加は応じかねるとの回答
であった。そこで、樹木伐採を専門としてい
る松阪飯南森林組合へ業務の概要を説明
し、現地で確認をしたところ実施可能との回
答であったため、契約方法地方自治法施行
令第167条の2第1項2号による随意契約を
行う。

無


